
け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
）

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

（
有
料
広
告
）

日曜納税窓口

月　の　納　税

月中のひとの動き

2018.2 1415 2018.2

２月25日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所2階1番窓口）

●国民健康保険料　　    第８期　　　　　  （普通徴収）
●後期高齢者医療保険料 第８期　　　　　  （普通徴収）
●介護保険料(普通徴収) 第９期

（納期限：２月28日㈬）
2

人口   102,291人(前月比△44)
　男 48,939 人 (同△8)
　女 53,352 人 (同△36）
世帯 45,121 世帯（同＋6）
転入    171人 転出    175人
出生      80人 死亡    120人

11
（12月１日現在）

1 等・前後賞
合わせて

　
農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地
な

ど
を
転
用
し
、
農
業
以
外
の
目
的

で
使
用
す
る
場
合
、
事
前
に
農
振

農
用
地
か
ら
の
除
外
手
続
き
が
必

要
で
す
。

受
付
期
間　
２
月
１
日
㈭
～
28
日

㈬
問
農
業
振
興
課
☎
32-

２
０
７
９

　
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
に

よ
る
被
害
か
ら
田
畑
の
農
作
物
を

守
る
た
め
の
防
護
柵
設
置
に
対
し

補
助
し
ま
す
。

対
象　
個
人
で
新
た
に
50
ｍ
以
上

の
鳥
獣
害
防
護
柵
を
設
置
す
る

農
業
者
な
ど

補
助
率　
資
材
経
費
の
２
分
の
１

以
内
（
上
限
10
万
円
）

申
請
期
間　
２
月
１
日
㈭
～
３
月

30
日
㈮

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
森
林
課
（
市
役
所
４
階
）
☎
32

　-

２
０
７
８
、
各
支
所
・
出
張

所
担
当
課

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、

支
払
い
の
手
間
が
省
け
る
口
座
振

替
が
便
利
で
す
。
ま
た
、
保
険
料

の
前
納
や
早
割
制
度
を
利
用
す
る

と
、
保
険
料
の
割
り
引
き
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

申
込
方
法　
保
険
年
金
課
（
市
役

　
所
１
階
７
番
窓
口
）か
各
支
所

　
出
張
所
ま
た
は
津
山
年
金
事
務

所
（
田
町
）
に
備
え
付
け
の
口

座
振
替
申
出
書
に
、
必
要
事
項

を
記
入
し
、
金
融
機
関
届
出
印

を
押
印
し
て
直
接
提
出
す
る

※
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料
の
前

納
（
２
年
分
・
１
年
分
・
６
カ

月
分
：
４
月
末
引
き
落
と
し
）

の
締
め
切
り
は
２
月
28
日
㈬

問
保
険
年
金
課
☎
32-

２
０
７
２

対
象　
生
活
保
護
受
給
世
帯
ま
た

は
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
遺
児

種
類
・
要
件　
保
護
者
死
亡
見
舞

金
＝
義
務
教
育
諸
学
校
在
学
中

に
遺
児
に
な
っ
た
時
、
卒
業
激

励
金
＝
遺
児
が
中
学
校
（
中
学

部
含
む
）を
卒
業
す
る
時

支
給
額　
遺
児
１
人
に
つ
き
１
万

円
申
請
方
法　
こ
ど
も
課
（
津
山
す

こ
や
か・こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
内
）

に
備
え
付
け
の
申
請
書
に
記
入

し
、
直
接
申
し
込
む

締
め
切
り　
２
月
28
日
㈬

問
こ
ど
も
課
☎
32-

２
０
６
５

　
耐
震
化
工
事
と
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

の
た
め
、
次
の
期
間
、
休
館
し
ま

す
。
利
用
者
の
皆
様
に
は
ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間　
平
成
30
年
４
月
１
日
～
平

成
32
年
３
月
31
日

※
工
事
の
進
行
状
況
な
ど
に
よ
り

休
館
を
延
長
す
る
場
合
あ
り

問
文
化
課
☎
32-

２
１
２
１

　
軍
人
・
軍
属
な
ど
で
あ
っ
た
家

族
を
戦
争
で
亡
く
し
た
遺
族
の
う

ち
、
要
件
を
満
た
す
人
に
、
特
別

弔
慰
金
が
国
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
心
当
た
り
の
人
は
早
め
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
内
容　
額
面
25
万
円
の
記
名

国
債
（
年
５
万
円
を
５
年
間
）

締
め
切
り　
平
成
30
年
４
月
２
日

※
記
名
国
債
の
交
付
に
は
長
期
間

を
要
し
ま
す
。
申
込
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

問
生
活
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
12

番
窓
口
）
☎
32-

２
０
６
３

と
き　
２
月
３
日
㈯
・
４
日
㈰
午

前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　
市
立
図
書
館
前
ホ
ー
ル

（
ア
ル
ネ
・
津
山
４
階
）

※
予
約
不
要
（
１
人
30
分
以
内
）

問
中
国
税
理
士
会
津
山
支
部
（
神

㟢
税
理
士
事
務
所
内：志
戸
部
）

☎
22-

８
２
４
８

　
悩
み
を
持
つ
子
ど
も
や
保
護
者

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

内
容
・
と
き　
休
日
相
談
＝
２
月

３
日
㈯
・
４
日
㈰
午
後
１
時
～

４
時
、
延
長
相
談
＝
２
月
９
日

㈮
午
後
５
時
15
分
～
８
時

と
こ
ろ　
鶴
山
塾
（
山
下
）

問
鶴
山
塾
☎
22-

８
３
２
９

と
き　
２
月
18
日
㈰
午
前
10
時
～

午
後
３
時

と
こ
ろ　
津
山
市
総
合
福
祉
会
館

内
容　
土
地
、
家
屋
、
農
地
、
金

銭
貸
借
、
離
婚
、
相
続
な
ど

問
岡
山
地
方
裁
判
所
津
山
支
部
庶

務
課
（
椿
高
下
）
☎
22-
９
３

　
２
６

と
き　
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
（
祝
日
除
く
）

と
こ
ろ　

農
業
委
員
会
事
務
局

（
農
業
振
興
課
：
市
役
所
４
階
）

内
容　
農
地
の
売
買
、
貸
借
、
転

用
な
ど

問
農
業
振
興
課
☎
32-

２
１
５
９

と
き　
平
日
午
前
９
時
30
分
～
午

後
５
時
（
祝
日
除
く
）

と
こ
ろ　
津
山
す
こ
や
か
・
こ
ど

も
セ
ン
タ
ー

内
容　
児
童
虐
待
、
非
行
、
い
じ

め
、
不
登
校
、
障
害
な
ど

※
相
談
は
で
き
る
だ
け
事
前
に
ご

予
約
く
だ
さ
い

問
こ
ど
も
子
育
て
相
談
室
☎
32-

７
０
２
７

「
相
談
」
は
22
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

　
交
通
事
故
な
ど
本
人
以
外
の
行

為
に
よ
っ
て
治
療
を
受
け
た
場
合
、

そ
の
治
療
費
は
加
害
者
と
被
害
者

が
過
失
割
合
に
応
じ
て
負
担
し
ま

す
。
や
む
を
得
ず
健
康
保
険
証
を

使
っ
て
治
療
を
受
け
た
場
合
、
必

ず
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

例
　
相
手
方
の
あ
る
交
通
事
故
、

け
ん
か
な
ど
に
よ
る
け
が
、
飲

食
店
で
の
食
中
毒
な
ど

届
け
出
先　
国
民
健
康
保
険
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
＝

保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
８・

９
番
窓
口
）
ま
た
は
各
支
所
・

出
張
所
、
そ
の
他
の
健
康
保
険

＝
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

持
っ
て
く
る
も
の　
健
康
保
険
証
、

印
鑑
、
交
通
事
故
証
明
書

問
保
険
年
金
課
☎
32-

２
０
７
１

お
知
ら
せ

軽自動車税 手続きのお願い
　軽自動車税は毎年４月１日現在の所
有者に課税されます。車両の廃車や譲
渡をしていても、名義変更などの変更
手続きを行わないと、登録上の所有者
に課税されます。所有者が市外に転出
したり、車両を廃車したりする場合は、
３月 30日㈮までに必ず手続きを行っ
てください。
　また、乗用装置（座席）付きのトラ
クターやコンバイン、田植え機なども
軽自動車税の課税対象であり、道路を
走行しない場合であっても、ナンバー
プレートを取得する必要があります。
　次のような場合も、３月 30日㈮ま
でに必ず手続きを行ってください。
手続きが必要な例　新たに農耕車を購
入した、農耕車を譲り受けた・譲り
渡した、農耕車を廃棄した

車種・問い合わせ先　原動機付自転車
（125cc 以下）・農耕車などの小型特
殊自動車＝税制課☎ 32-2017、軽
二輪車、二輪小型自動車＝中国運輸
局岡山運輸支局（岡山市）☎ 050-
5540-2072、軽自動車＝軽自動車
検査協会岡山事務所（岡山市）☎
050-3816-3084

問税制課（市役所２階２番窓口）
　☎32-2017

・

農
振
農
用
地
か
ら
の
除
外
申
出

ま
も
な
く
受
け
付
け
終
了
し
ま
す

戦
没
者
等
遺
族
へ
の
特
別
弔
慰
金

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

口
座
振
替
で

税
理
士
に
よ
る
所
得
税
確
定
申
告

無
料
相
談
会

個
人
設
置
の
農
作
物
鳥
獣
害

防
護
柵
補
助

子
育
て
相
談
窓
口

交
通
事
故
な
ど
が
原
因
の
治

療
は
届
け
出
が
必
要
で
す

鶴
山
塾 

休
日
相
談
と
延
長
相
談

農
業
委
員
会
へ
の
相
談

無
料
調
停
相
談
会

津
山
市
遺
児
激
励
金

津
山
文
化
セ
ン
タ
ー
の
休
館


